
【機密性2】

事務総局会議（第12回）議事録

令和7年6月17日（火）午前10時00分 ～ 午前10時10分日時

場所等 総局会議宰

氏本事務総長、小野寺総務局長、徳岡人事局長、染谷経理局長、福田民

事局長兼行政局長、平城刑事局長、馬渡家庭局長、福島秘書課長兼広報

課長、坂口審議官、榎本デジタル審議官、馬場事務総局参事官

出席者

1 民事執行規則等の一部を改正する規則について

福田民事局長説明（資料第1）

2 民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を

用いて取り扱う督促手続に関する規則等の一部を改正する規則及びこ

れに関連する議決について

福田民事局長兼行政局長説明（資料第2）

議事

’

結果 ◎ 裁判官会議付議 1，2

秘 書 課 長 福 島 直 之



事務総局会議資料第1

（6月17日開催）
機密 性2

資
料
一

◎
最
高
裁
判
所
規
則
第
●
号

第
一
条

民
事
執
行
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
●
年
●
月
●
日

民
事
執
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も

し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付

の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

（
民
事
執
行
規
則
の
一
部
改
正
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

民
事
執
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

最

高

裁

半|｜
I 鄙

所
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第
十
七
条

［
略
］

「
２
～
４

略
二

ｒ

一

電
子
部
分
（
法
第
二
十
六
条
第
二
項
第
二
号
に
定

め
る
方
法
に
よ
り
付
与
さ
れ
る
執
行
文
の
う
ち
、
債

務
名
義
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気

各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

付
与
す
る
場
合
に
は
、
当
該
執
行
文
に
つ
い
て
、
次
の

六
条
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
執
行
文
を

（
執
行
文
の
記
載
事
項
等
）

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
公
証
人
が
法
第
二
十

改
正
後

（
執
行
文
の
記
載
事
項
）

第
十
七
条

［
同
上
］

［
新
設
］

－
２
～
４

同
上
］

改
正
前

二



611 二
付
記
部
分
（
法
第
二
十
六
条
第
二
項
第
二
号
に
定

的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、

電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も

の
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
に
併
せ
て
記
録
さ
れ
る

部
分
を
い
う
。
）

付
与
の
年
月
日
の
記
録
及
び
公

十
条
第
四
項
第
一
号
に
定
め
る
措
置

証
人
法
（
明
治
四
十
一
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
四

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の

め
る
方
法
に
よ
り
付
与
さ
れ
る
執
行
文
の
う
ち
、
公

証
人
法
第
四
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
書
面
の
末
尾

に
付
記
さ
れ
る
部
分
を
い
う
。
）

付
与
の
年
月
日

の
記
載
及
び
記
名
押
印

［
新
設
］

三



（
債
務
名
義
の
原
本
へ
の
記
入
）

第
十
八
条

裁
判
所
書
記
官
又
は
公
証
人
は
、
執
行
文

（

き
は
、
債
務
名
義
の
原
本
に
そ
の
旨
、
付
与
の
年
月
日

及
び
執
行
文
の
通
数
を
記
載
し
、
並
び
に
次
の
各
号
に

掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
｜
～
三

略
］

法
第
二
十
六
条
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り

定
す
る
付
記
部
分
に
」
と
す
る
。

電
子
部
分
に
記
録
す
る
と
と
も
に
、
同
項
第
二
号
に
規

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
執
行

公
証
人
が
付
与
す
る
も
の
を
除
く
。
）

文
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る

を
付
与
し
た
と

（
債
務
名
義
の
原
本
へ
の
記
入
）

第
十
八
条

裁
判
所
書
記
官
又
は
公
証
人
は
、
割
制
凶
判
を

付
与
し
た
と
き
は
、
債
務
名
義
の
原
本
に
そ
の
旨
、
付

与
の
年
月
日
及
び
執
行
文
の
通
数
を
記
載
し
、
並
び
に

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
三

同
上
］

四



［
２

略
］

（
公
証
人
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
最
高
裁
判
所
規
則

で
定
め
る
執
行
証
書
の
正
本
等
の
送
達
方
法
）

第
二
十
条

公
証
人
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
最
高
裁
判

21 七
項
ま
で
の
申
立
て
に
基
づ
い
て
さ
れ
る
公
証
人
に
よ

る
送
達
、
執
行
官
に
よ
る
送
達
及
び
公
示
送
達
と
す
る

0

所
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以

磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
に
つ
き
債
務
者
の

き
は
、
債
権
者
は
、
公
証
人
に
対
し
、
当
該
執
行
証
書

に
係
る
公
証
人
法
第
四
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電

執
行
証
書
が
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
た
と

次
項
及
び
第
五
項
か
ら
第

第
二
十
条

公
証
人
法

基
づ
い
て
さ
れ
る
公
証
人
に
よ
る
送
達
、
執
行
官
に
よ

る
送
達
及
び
公
示
送
達
と
す
る
。

［
新
設
］

［
２

同
上
］

（
公
証
人
法

定
め
る
方
法
は
、

規
則
で
定
め
る
執
行
証
書
の
正
本
等
の
送
達
方
法
）

号
）
第
五
十
七
条
ノ
ー
第
一
項

第
五
十
七
条
ノ
ー
第
一
項

次
項
か
ら
第
四
項
ま
で

（
明
治
四
十
一
年
法
律
第
五
十
三

の
最
高
裁
判
所
規
則
で

の
最
高
裁
判
所

五 の
申
立
て
に
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務
者
が
送
達
す
。
へ
き
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る

者
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
限
り
、
す
る
こ
と
が
で
き
る

知
を
発
す
る
方
法
に
よ
っ
て
す
る
送
達
の
申
立
て
を
す

電
子
計
算
機
と
債
務
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と

を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を

対
し
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
公
証
人
の
使
用
に
係
る

る
こ
と
が
で
き
る
。

る
こ
と
が
で
き
る
措
置
を
と
る
と
と
も
に
、
債
務
者
に

下
同
じ
。
）
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
す

い
う
。
）
を
使
用
し
て
当
該
措
置
が
と
ら
れ
た
旨
の
通

第
二
項
の
申
立
て
に
基
づ
い
て
さ
れ
る
送
達
は
、
債

前
項
の
申
立
て
に
基
づ
い
て
さ
れ
る
送
達
は
、
債
務

［
新
設
］

［
新
設
］

｛ハ



を
生
ず
る
。

５
債
務
者
が
執
行
証
言
の
作
成
を
公
証
人
に
嘱
託
す
る

た
め
に
そ
の
役
場
に
出
頭
し
た
と
き
は
、
債
権
者
は
、

当
該
公
証
人
に
対
し
、
当
該
執
行
証
書
に
係
る
公
証
人

法
第
四
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類
に
つ
い
て
、

公
証
人
自
ら
が
そ
の
場
で
債
務
者
に
交
付
し
て
す
る
送

達
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
［
略
］

７
債
務
者
の
住
所
、
居
所
そ
の
他
送
達
を
す
べ
き
場
所

が
知
れ
な
い
と
き
、
若
し
く
は
次
項
及
び
公
証
人
法
第

事
項
に
つ
い
て
そ
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え

ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
し
た
時
に
、

そ
の
効
力

四
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟
法
第

て
、
公
証
人
自
ら
が
そ
の
場
で
債
務
者
に
交
付
し
て
す

る
送
達
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
［
同
上
］

４
債
務
者
の
住
所
、
居
所
そ
の
他
送
達
を
す
べ
き
場
所

２
債
務
者
が
執
行
証
書
の
作
成
を
公
証
人
に
嘱
託
す
る

た
め
に
そ
の
役
場
に
出
頭
し
た
と
き
は
、
債
権
者
は
、

当
該
公
証
人
に
対
し
、
当
該
執
行
証
書
に
係
る
公
証
人

法
第
五
十
七
条
ノ
ー

が
知
れ
な
い
と
き
、
若
し
く
は
次
項
及
び
公
証
人
法
第

五
十
七
条
ノ
ー
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟

一
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類
に
つ
い

七



８
民
事
訴
訟
法
第
百
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定

は
第
二
項
又
は
第
五
項
の
送
達
に
つ
い
て
、

同
法
第
百

百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
送
達
を
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
き
、
又
は
外
国
に
お
い
て
す
べ
き
送
達
に
つ

い
て
そ
の
送
達
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
債
権

者
は
、
荊
荊
．
割
の
書
類
の
公
示
送
達
に
つ
い
て
、
債
務

者
の
普
通
裁
判
籍
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所

（
こ
の
普
通
裁
判
籍
が
な
い
と
き
は
、
請
求
の
目
的
又

は
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
債
務
者
の
財
産
の
所

在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
）
の
許
可
を
受
け
て
、

そ
の
地
方
裁
判
所
に
所
属
す
る
執
行
官
に
対
し
、
そ
の

書
類
の
公
示
送
達
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
民
事
訴
訟
法
第
百
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定

は
第
二
項
の
送
達
に
つ
い
て
、
同
法
第
百
一
条
か
ら
第

法
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
送
達
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
外
国
に
お
い
て
す
べ
き
送
達

に
つ
い
て
そ
の
送
達
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
き
は
、

債
権
者
は
、
第
二
項
の
書
類
の
公
示
送
達
に
つ
い
て
、

債
務
者
の
普
通
裁
判
籍
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁

判
所
（
こ
の
普
通
裁
判
籍
が
な
い
と
き
は
、
請
求
の
目

的
又
は
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
債
務
者
の
財
産

の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
）
の
許
可
を
受
け

て
、
そ
の
地
方
裁
判
所
に
所
属
す
る
執
行
官
に
対
し
、

そ
の
書
類
の
公
示
送
達
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
C

八



一
条
か
ら
第
百
三
条
ま
で
、
第
百
五
条
、
第
百
六
条
並

び
に
第
百
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
民
事
訴
訟

規
則
第
四
十
三
条
及
び
第
四
十
四
条
の
規
定
は
第
六
項

の
送
達
に
つ
い
て
、
同
法
第
百
十
一
条
及
び
第
百
十
二

条
並
び
に
同
規
則
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
は
前
項

の
公
示
送
達
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
担
保
不
動
産
競
売
の
開
始
決
定
前
の
保
全
処
分
等
の

申
立
て
の
方
式
等
）

第
百
七
十
二
条
の
二

［
略
］

２
前
項
の
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
文
書
を
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
’

略
］

二
法
第
百
八
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
提
示
に

い
て
、
同
法
第
百
十
一
条
及
び
第
百
十
二
条
並
び
に
同

規
則
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
は
前
項
の
公
示
送
達

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
担
保
不
動
産
競
売
の
開
始
決
定
前
の
保
全
処
分
等
の

申
立
て
の
方
式
等
）

第
百
七
十
二
条
の
二

［
同
上
］

２
［
同
上
］

百
三
条
ま
で
、
第
百
五
条
、
第
百
六
条
並
び
に
第
百
七

条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
民
事
訴
訟
規
則
第
四
十

三
条
及
び
第
四
十
四
条
の
規
定
は
第
三
項
の
送
達
に
つ

［
’

同
上
］

二
法
第
百
八
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
提
示
に

九



（
小
型
船
舶
の
競
売
）

第
百
七
十
七
条
の
二

小
型
船
舶
を
目
的
と
す
る
先
取
特

権
の
実
行
と
し
て
の
競
売
に
つ
い
て
は
、
第
百
七
十
六

「
３
．
４

略
］

ｒ

条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
並
び
に
法
第
百
八
十
三

条
第
一
項
第
一
号
を
除
く
。
）

の
規
定
を
準
用
す
る
・

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
七
十
六
条
第
一
項
中
「
自

動
車
の
本
拠
」
と
あ
り
、
及
び
同
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
第
八
十
七
条
第
一
項
中
「
自
動
車
の
自
動
車

登
録
フ
ァ
イ
ル
に
登
録
さ
れ
た
使
用
の
本
拠
の
位
置

（

条
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
八
十
一

げ
る
文
書
を
除
く
。
）

の
写
し

係
る
文
書

（
法
第
百
八
十
｜
条
第
一
項
第
一
号

に

掲

［
３
．
４

同
上
］

（
小
型
船
舶
の
競
売
）

第
百
七
十
七
条
の
二

小
型
船
舶
を
目
的
と
す
る
先
取
特

権
の
実
行
と
し
て
の
競
売
に
つ
い
て
は
、
第
百
七
十
六

条
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
八
十
一

条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
項
並
び
に
法
第
百
八
十
三

条
第
一
項
第
四
号
を
除
く
。
）

の
規
定
を
準
用
す
る
・

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
七
十
六
条
第
一
項
中
「
自

動
車
の
本
拠
」
と
あ
り
、
及
び
同
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
第
八
十
七
条
第
一
項
中
「
自
動
車
の
自
動
車

登
録
フ
ァ
イ
ル
に
登
録
さ
れ
た
使
用
の
本
拠
の
位
置

（

げ
る
文
書
を
除
く
。
）

の
写
し

係
る
文
書
（
法
第
百
八
十
一
条
第
一
項
第
三
号

○

に

掲



（
申
立
て
の
取
下
げ
の
通
知
等
）

第
百
九
十
三
条

［
略
］

２
法
第
二
百
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
決
定
が
情
報
の

提
供
を
命
じ
ら
れ
た
者
に
告
知
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て

、
法
第
二
百
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
九

以
下
「
自
動
車
の
本
拠
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は

「
小
型
船
舶
の
小
型
船
舶
登
録
原
簿
に
登
録
さ
れ
た
船

籍
港
」
と
、
第
百
七
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
百
八
十
一
条
第
一
項
第
二
号
ハ
中

「
一
般
の
先

取
特
権
」
と
あ
る
の
は
「
先
取
特
権
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

条
第
一
項
第
七
号
若
し
く
は
第
八
号
又
は
法
第
百
八
十

三
条
第
一
項
第
二
号
ホ
若
し
く
は
へ
に
掲
げ
る
文
書
が

（
申
立
て
の
取
下
げ
の
通
知
等
）

第
百
九
十
三
条

［
同
上
］

２
法
第
二
百
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
決
定
が
情
報
の

提
供
を
命
じ
ら
れ
た
者
に
告
知
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て

、
法
第
二
百
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
九

条
第
一
項
第
七
号
若
し
く
は
第
八
号
又
は
法
第
百
八
十

る
法
第
百
八
十
一
条
第
一
項
第
四
号
中

二
般
の
先
取

特
権
」
と
あ
る
の
は
「
先
取
特
権
」
と
読
み
替
え
る
も

以
下
「
自
動
車
の
本
拠
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は

「
小
型
船
舶
の
小
型
船
舶
登
録
原
簿
に
登
録
さ
れ
た
船

籍
港
」
と
、
第
百
七
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

三
条
第
一
項
第
六
号
若
し
く
は
第
七
号

の
と
す
る
。

に
掲
げ
る
文
書



第
二
条

企
業
担
保
権
実
行
手
続
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

備
考

表
中
の

［
］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記

（
企
業
担
保
権
実
行
手
続
規
則
の
一
部
改
正
）

提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
申
立
人
及

が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
申
立
人

び
当
該
情
報
の
提
供
を
命
じ
ら
れ
た
者
に
対
し
、
こ
れ

及
び
当
該
情
報
の
提
供
を
命
じ
ら
れ
た
者
に
対
し
、
こ

ら
の
文
書
が
提
出
さ
れ
た
旨
及
び
そ
の
要
旨
並
び
に
こ

れ
ら
の
文
書
が
提
出
さ
れ
た
旨
及
び
そ
の
要
旨
並
び
に

れ
ら
の
文
書
の
提
出
に
よ
る
執
行
停
止
が
効
力
を
失
う

こ
れ
ら
の
文
書
の
提
出
に
よ
る
執
行
停
止
が
効
力
を
失

ま
で
、
当
該
情
報
の
提
供
を
命
じ
ら
れ
た
者
は
債
務
者

う
ま
で
、
当
該
情
報
の
提
供
を
命
じ
ら
れ
た
者
は
債
務

の
財
産
に
係
る
情
報
を
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
通

者
の
財
産
に
係
る
情
報
を
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
３

略
］

［
３

同
上
］

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

で
あ
る
。

’
一
一



線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
実
行
の
申
立
）

（
実
行
の
申
立
）

第
二
条

［
略
］

第
二
条

［
同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

３
申
立
書
に
は
、
企
業
担
保
権
に
関
す
る
公
正
証
書

（
３
申
立
書
に
は
、
企
業
担
保
権
に
関
す
る
公
正
証
書
及

電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人

び
会
社
の
登
記
事
項
証
明
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式

な
い
・

で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情

報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）

を
も
っ
て

作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
公
証
人
法

（
明

改
正
後

改
正
前

’
一
一
一



第
三
条

民
事
再
生
規
則
（
平
成
十
二
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
申
立
て
の
方
式
等
）

第
二
条

［
略
］

備
考

表
中
の

［
］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

（
民
事
再
生
規
則
の
一
部
改
正
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

治
四
十
一
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
四
十
四
条
第
一
項

第
二
号
の
書
面
）
及
び
会
社
の
登
記
事
項
証
明
書
を
添

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

改
正
後

（
申
立
て
の
方
式
等
）

第
二
条

［
同
上
］

改
正
前

四



［
２
．
３

略
］

４
裁
判
所
は
、
書
面
を
裁
判
所
に
提
出
し
た
者
又
は
提

出
し
よ
う
と
す
る
者
が
当
該
書
面
に
記
録
さ
れ
て
い
る

情
報
の
内
容
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式

、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て

、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も

い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対

し
、
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
情
報
を
電
磁
的

方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他

の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
で
あ
っ
て
裁
判
所
の
定
め
る
も
の
に
よ
り
裁

の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
有
し
て
い
る
場
合
に
お

［
２
．
３

同
上
］

４
裁
判
所
は
、
書
面
を
裁
判
所
に
提
出
し
た
者
又
は
提

出
し
よ
う
と
す
る
者
が
当
該
書
面
に
記
録
さ
れ
て
い
る

情
報
の
内
容
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式

、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て

、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も

て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
そ
の
者
に
対
し
、
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ

た
情
報
を
電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用

す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方

法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
裁
判
所
の
定
め

の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
有
し

五



（
届
出
の
方
式
・
法
第
九
十
四
条
）

第
三
十
一
条

［
略
］

［
２

略
］

３
再
生
債
権
が
執
行
力
あ
る
債
務
名
義
又
は
終
局
判
決

の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、

第
一
項
の
届
出
書
に
、

法
律
第
五
十
三
号
）
第
四
十
三
条
（
公
正
証
書
の
謄
本

名
義
）
第
五
号
に
規
定
す
る
執
行
証
書
を
い
う
。
）

で

執
行
力
あ
る
債
務
名
義
の

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
公
証
人
法

（
明
治
四
十
一
年

記
録
を
も
っ
て
作
成
劃
れ
た
執
行
証
書

（
民
事
執
行
法

判
所
に
提
供
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
号
）
第
二
十
二
条
（
債
務

写
し
（
債
務
名
義
が
電
磁
的

（
届
出
の
方
式
・
法
第
九
十
四
条
）

第
三
十
一
条

［
同
上
］

［
２

同
上
］

３
再
生
債
権
が
執
行
力
あ
る
債
務
名
義
又
は
終
局
判
決

の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
届
出
書
に
、

執
行
力
あ
る
債
務
名
義
の
写
し
又
は
判
決
書
の
写
し
を

添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
が
で
き
る
。

る
も
の
に
よ
り
裁
判
所
に
提
供
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ

一
一
ハ



第
四
条

会
社
更
生
規
則
（
平
成
十
五
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

備
考

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
会
社
更
生
規
則
の
一
部
改
正
）

略
］

１Ｆ
４次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

等
の
交
付
等
）
第
一
項
第
二
号
の
書
面

（
公
正
証
書
に

記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
全
部
を
出
力
し
た
も
の
に
限

る
。
）
）
又
は
判
決
書
の
写
し
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。表
中

の

戸

■■■

改
正
後

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

－
４

同
上
白

改
正
前

七



（
申
立
て
の
方
式
等
）

第
一
条

［
略
］

［
２

略
］

３
裁
判
所
（
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
更
生
裁
判

所
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

は
、
書

面
を
裁
判
所
に
提
出
し
た
者
又
は
提
出
し
よ
う
と
す
る

者
が
当
該
書
面
に
記
録
さ
れ
て
い
る
情
報
の
内
容
を
記

録
し
た
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ

の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に

よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
を
有
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ

（
申
立
て
の
方
式
等
）

第
一
条

［
同
上
］

［
２

同
上
］

３
裁
判
所
（
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
更
生
裁
判

所
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

は
、
書

面
を
裁
判
所
に
提
出
し
た
者
又
は
提
出
し
よ
う
と
す
る

者
が
当
該
書
面
に
記
録
さ
れ
て
い
る
情
報
の
内
容
を
記

録
し
た
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ

の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に

よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
し
て
い
る
場
合
に
お

一

八



［
４

略
］

（
更
生
債
権
等
の
届
出
の
方
式
・
法
第
百
三
十
八
条
）

第
三
十
六
条

［
略
］

［
２
．
３

略
］

４
更
生
債
権
等
が
執
行
力
あ
る
債
務
名
義
又
は
終
局
判

決
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
前
項
に
規
定
す
る
届

出
書
に
、
執
行
力
あ
る
債
務
名
義
の
写
し
（
債
務
名
義

る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
当
該
電
磁
的

記
録
に
記
録
さ
れ
た
情
報
を
電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技

術
を
利
用
す
る
方
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

で
あ
っ

て
裁
判
所
の
定
め
る
も
の
に
よ
り
裁
判
所
に
提
供
す
る

こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
４

同
上
］

（
更
生
債
権
等
の
届
出
の
方
式
・
法
第
百
三
十
八
条
）

第
三
十
六
条

［
同
上
］

［
２
．
３

同
上
］

４
更
生
債
権
等
が
執
行
力
あ
る
債
務
名
義
又
は
終
局
判

決
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
前
項
に
規
定
す
る
届

い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

そ
の
者
に
対

し
、
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
情
報
を
電
磁
的

方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他

の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
で
あ
っ
て
裁
判
所
の
定
め
る
も
の
に
よ
り
裁

判
所
に
提
供
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

出
書
に
、
執
行
力
あ
る
債
務
名
義
の
写
し
又
は
判
決
書

九



第
五
条

破
産
規
則
（
平
成
十
六
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

備
考

（
破
産
規
則
の
一
部
改
正
）

が
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
た
執
句
証
書
（
民

の
写
し
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・

事
執
行
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
号
）
第
二
十
二

条
第
五
号
に
規
定
す
る
執
行
証
書
を
い
う
。
）

で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
公
証
人
法
（
明
治
四
十
一
年
法
律

第
五
十
三
号
）
第
四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
書
面

（

公
正
証
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
全
部
を
出
力
し

た
も
の
に
限
る
。
）
）
又
は
判
決
書
の
写
し
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
５

略
］

［
５

同
上
］

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

表
中

の

門

■■■

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
〔

二

○



の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
情
報
の
提
供
等
）

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
情
報
の
提
供
等
）

第
三
条

裁
判
所
（
破
産
裁
判
所
を
含
む
。
以
下
こ
の
項

第
三
条

裁
判
所
（
破
産
裁
判
所
を
含
む
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
書
面
を
裁
判
所
に
提
出
し
た

に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
書
面
を
裁
判
所
に
提
出
し
た

者
又
は
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
が
当
該
書
面
に
記
録
さ

者
又
は
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
が
当
該
書
面
に
記
録
さ

れ
て
い
る
情
報
の
内
容
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
（
電

れ
て
い
る
情
報
の
内
容
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
（
電

子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て

子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て

は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録

は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録

で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供

で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供

さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
有
し
て
い
る
一

さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。

改
正
後

改
正
前

一
一
一



［
２

略
］

（
破
産
債
権
の
届
出
の
方
式
・
法
第
百
十
一
条
）

第
三
十
二
条

［
略
］

［
２
．
３

略
］

４
前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し

場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

そ

の
者
に
対
し
、
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
情
報

を
電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方

法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
を
い

う
。
第
四
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

で
あ
っ
て
裁
判
所
の
定
め
る
も
の
に
よ
り
裁
判
所
に
提

供
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
２

同
上
］

（
破
産
債
権
の
届
出
の
方
式
・
法
第
百
十
一
条
）

第
三
十
二
条

［
同
上
］

４
［
同
上
］

［
２
．
３

同
上
］

）
を
有
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
当
該
電
磁
的
記
録
に

記
録
さ
れ
た
情
報
を
電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利

用
す
る
方
法
を
い
う
。
第
四
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
裁
判
所
の
定
め
る
も
の
に

よ
り
裁
判
所
に
提
供
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
、

一
一
一
一



な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
’

略
］

二
破
産
債
権
が
執
行
力
あ
る
債
務
名
義
又
は
終
局
判

決
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
執
行
力
あ
る
債
務

、
公
証
人
法
（
明
治
四
十
一
年
法
律
第
五
十
三
号
）

第
四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
書
面
（
公
正
証
書
に

記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
全
部
を
出
力
し
た
も
の
に

限
る
。
）
）
又
は
判
決
書
の
写
し

［
三

略
］

作
成
さ
れ
た
執
行
証
書
（
民
事
執
行
法
（
昭
和
五
十

名
義
の

四
年
法
律
第
四
号
）
第
二
十
二
条
第
五
号
に
規
定
す

る
執
行
証
書
を
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

写
し
（
債
務
名
義
が
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て

［
’

同
上
］

二
破
産
債
権
が
執
行
力
あ
る
債
務
名
義
又
は
終
局
判

決
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
執
行
力
あ
る
債
務

一
三

同
上
酉

名
義
の
写
し
又
は
判
決
書
の
写
し

一一一一一



第
二
条

民
事
訴
訟
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
六
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
民
事
関
係
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
技
術
の
活
用
等
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に

関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
五
十
三
号
）
附
則
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ

正
す
る
。

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付

備
考

表
中
の

［
］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

（
施
行
期
日
）

（
民
事
訴
訟
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

丁Ｆ
５

略
］

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

第
五
条
中
民
事
執
行
規
則
第
二
十
条
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附

則

［
５

同
上
］

二

四



る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も

の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
〔

（
公
証
人
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
最
高
裁
判
所
規
則

（
公
証
人
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
最
高
裁
判
所
規
則

で
定
め
る
執
行
証
書
の
正
本
等
の
送
達
方
法
）

で
定
め
る
執
行
証
書
の
正
本
等
の
送
達
方
法
）

第
二
十
条

［
略
］

第
二
十
条

［
同
上
］

［
２
～
６

略
］

［
２
～
６

同
上
］

７
債
務
者
の
住
所
、
居
所
そ
の
他
送
達
を
す
べ
き
場
所

７
債
務
者
の
住
所
、
居
所
そ
の
他
送
達
を
す
べ
き
場
所

が
知
れ
な
い
と
き
、
若
し
く
は
第
十
一
項
及
び
公
証
人

が
知
れ
な
い
と
き
、
若
し
く
は
次
項
及
び
公
証
人
法
第

法
第
四
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟

四
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟
法
第

法
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
送
達
を
す
る
こ
と

百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
送
達
を
す
る
こ
と
が
で

改
正
後

改
正
前

二

五



811 が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
外
国
に
お
い
て
す
べ
き
送
達

に
つ
い
て
そ
の
送
達
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
き
は
、

債
権
者
は
、
第
五
項
の
書
類
の
公
示
送
達
に
つ
い
て
、

債
務
者
の
普
通
裁
判
籍
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁

判
所
（
こ
の
普
通
裁
判
籍
が
な
い
と
き
は
、
請
求
の
目

的
又
は
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
債
務
者
の
財
産

の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
）
の
許
可
を
受
け

て
、
そ
の
地
方
裁
判
所
に
所
属
す
る
執
行
官
に
対
し
、

そ
の
書
類
の
公
示
送
達
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き

す
。
へ
き
旨
を
裁
判
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し
て
す
る
。

を
保
管
し
、
い
つ
で
も
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
に
交
付

ス
‐

○

前
項
の
公
示
送
達
は
、
執
行
官
が
送
達
す
べ
き
書
類

［
新
設
］

き
な
い
と
き
、
又
は
外
国
に
お
い
て
す
べ
き
送
達
に
つ

い
て
そ
の
送
達
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
債
権

者
は
、
第
五
項
の
書
類
の
公
示
送
達
に
つ
い
て
、
債
務

者
の
普
通
裁
判
籍
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所

（
こ
の
普
通
裁
判
籍
が
な
い
と
き
は
、
請
求
の
目
的
又

は
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
債
務
者
の
財
産
の
所

在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
）
の
許
可
を
受
け
て
、

そ
の
地
方
裁
判
所
に
所
属
す
る
執
行
官
に
対
し
、
そ
の

書
類
の
公
示
送
達
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
一
一
ハ



' '|| ' 011 911規
定
は
第
二
項
又
は
第
五
項
の
送
達
に
つ
い
て
、
同
法
一

は
第
二
項
又
は
第
五
項
の
送
達
に
つ
い
て
、
同
法
第
百

達
に
つ
い
て
し
た
公
示
送
達
に
あ
っ
て
は
、
六
週
間
）

を
始
め
た
日
か
ら
二
週
間
（
外
国
に
お
い
て
す
べ
き
送

条
、
第
百
六
条
並
び
に
第
百
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項

び
に
第
百
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
民
事
訴
訟

並
び
に
民
事
訴
訟
規
則
第
四
十
三
条
及
び
第
四
十
四
条

規
則
第
四
十
三
条
及
び
第
四
十
四
条
の
規
定
は
第
六
項

第
九
十
九
条
、
第
百
二
条
の
二
、
第
百
三
条
、
第
百
五

を
経
過
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。

六
条
第
二
項
の
規
定
は
第
七
項
の
公
示
送
達
に
つ
い
て

条
並
び
に
同
規
則
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
は
前
項

準
用
す
る
。

の
公
示
送
達
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

の
規
定
は
第
六
項
の
送
達
に
つ
い
て
、
同
規
則
第
四
十
一

の
送
達
に
つ
い
て
、

第
七
項
の
公
示
送
達
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示

前
項
の
期
間
は
、
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

民
事
訴
訟
法
第
九
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の

［
新
設
］

８
民
事
訴
訟
法
第
百
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定

［
新
設
］

一
条
か
ら
第
百
三
条
ま
で

同
法
第
百
十
一
条
及
び
第
百
十
二

第
百
五
条
、
第
百
六
条
並

二

七



の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考

表
中
の

［
］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記

（
届
出
の
方
式
・
法
第
九
十
四
条
）

（
届
出
の
方
式
・
法
第
九
十
四
条
）

第
三
十
一
条

［
略
］

第
三
十
一
条

［
同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

３
再
生
債
権
が
執
行
力
あ
る
債
務
名
義
又
は
終
局
判
決

３
再
生
債
権
が
執
行
力
あ
る
債
務
名
義
又
は
終
局
判
決

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

第
五
条
中
民
事
執
行
規
則
第
二
十
三
条
の
二
及
び
第
三
十
一
条
の
改
正
規
定
を
削
る
。

附
則
第
四
十
七
条
中
民
事
再
生
規
則
第
二
条
の
改
正
規
定
を
削
り
、
第
三
十
一
条
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

で
あ
る
。

改
正
後

改
正
前

一

八



を
も
っ
て
作
成
さ
れ
た
執
行
証
書
（
民
事
執
行
法
（
昭

和
五
十
四
年
法
律
第
四
号
）
第
二
十
二
条
（
債
務
名
義

）
第
五
号
に
規
定
す
る
執
行
証
書
を
い
う
。
）

で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
公
証
人
法
（
明
治
四
十
一
年
法
律

第
五
十
三
号
）
第
四
十
三
条
（
公
正
証
書
の
謄
本
等
の

と
に
よ
り
作
成
し
た
書
面
、

電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
出
力
す
る
こ

磁
的
記
録
が
裁
判
所
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入

執
行
力
あ
る
債
務
名
義
の

下
こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「
フ
ァ
イ
ル
」
と
い
う
。
）

出
力
装
置
を
含
む
。
）
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
（
以

に
記
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
届
出
書
に
、

写
し
（
債
務
名
義
に
係
る
電

債
務
名
義
が
電
磁
的
記
録

執
行
力
あ
る
債
務
名
義
の
写
し
（
債
務
名
義
が
電
磁
的

記
録
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
た
執
行
証
書
（
民
事
執
行
法

（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
号
）
第
二
十
二
条
（
債
務

名
義
）
第
五
号
に
規
定
す
る
執
行
証
書
を
い
う
。
）

で

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
公
証
人
法
（
明
治
四
十
一
年

法
律
第
五
十
三
号
）
第
四
十
三
条
（
公
正
証
書
の
謄
本

等
の
交
付
等
）
第
一
項
第
二
号
の
書
面
（
公
正
証
書
に

記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
全
部
を
出
力
し
た
も
の
に
限

ら
な
い
。

る
。
）
）
又
は
判
決
書
の
写
し
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

執
行
力
あ
る
債
務
名
義
の
写
し

（

の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
届
出
書
に
、

二

九



備
考

略
］

Ｆ
４ 交
付
等
）
第
一
項
第
二
号
の
書
面
（
公
正
証
書
に
記
録

さ
れ
て
い
る
事
項
の
全
部
を
出
力
し
た
も
の
に
限
る
。

）
）
又
は
判
決
書
の
写
し
若
し
く
は
電
子
判
決
書

（
民

事
訴
訟
法
第
二
百
五
十
二
条
（
電
子
判
決
書
）
第
一
項

に
規
定
す
る
電
子
判
決
書
（
同
法
第
二
百
五
十
三
条

（

記
録
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。
第
四
十
七
条

（
再
生
債
権
の
確
定
に
関
す
る
訴
訟
の
結
果
の
記
載
）

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
出
力

す
る
こ
と
に
よ
り
作
成
し
た
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

言
渡
し
の
方
式
）
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
フ
ァ
イ
ル
に

表
中

の

行司

■■■

の
記
載
は
注
記
で
あ
る

－
４

同
上
｝

三

○



の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
更
生
債
権
等
の
届
出
の
方
式
・
法
第
百
三
十
八
条
）

（
更
生
債
権
等
の
届
出
の
方
式
・
法
第
百
三
十
八
条
）

第
三
十
六
条

［
略
］

第
三
十
六
条

［
同
上
］

「
２
．
３

略
］

［
２
．
３

同
上
］

ｒ

４
更
生
債
権
等
が
執
行
力
あ
る
債
務
名
義
又
は
終
局
判

４
更
生
債
権
等
が
執
行
力
あ
る
債
務
名
義
又
は
終
局
判

決
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
前
項
に
規
定
す
る
届

決
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
前
項
に
規
定
す
る
届

出
書
に
、
執
行
力
あ
る
債
務
名
義
の
写
し
（
債
務
名
義

出
書
に
、
執
行
力
あ
る
債
務
名
義
の
写
し
（
債
務
名
義

に
係
る
電
磁
的
記
録
が
裁
判
所
の
使
用
に
係
る
電
子
計

が
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
た
執
行
証
書
（
民

附
則
第
五
十
条
中
会
社
更
生
規
則
第
一
条
の
改
正
規
定
を
削
り
、
第
三
十
六
条
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

改
正
後

改
正
前

一一一一



算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
・

）
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ

磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
た
執
行
証
書
（
民
事
執

行
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
号
）
第
二
十
二
条
第

五
号
に
規
定
す
る
執
行
証
書
を
い
う
。
）

で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
公
証
人
法
（
明
治
四
十
一
年
法
律
第
五

十
三
号
）
第
四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
書
面
（
公
正

証
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
全
部
を
出
力
し
た
も

の
に
限
る
。
）
）
又
は
判
決
書
の
写
し
若
し
く
は
電
子

力
す
る
こ
と
に
よ
り
作
成
し
た
書
面
、

イ
ル
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「
フ
ァ
イ
ル
」
と

判
決
書
（
民
事
訴
訟
法
第
二
百
五
十
二
条
第
一
項
に
規

は
、
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
出

い
う
。
）
に
記
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

債
務
名
義
が
電

事
執
行
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
号
）
第
二
十
二

条
第
五
号
に
規
定
す
る
執
行
証
書
を
い
う
。
）

で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
公
証
人
法

（
明
治
四
十
一
年
法
律

第
五
十
三
号
）
第
四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
書
面

（

公
正
証
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
全
部
を
出
力
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
も
の
に
限
る
。
）
）
又
は
判
決
書
の
写
し
を
添
付
し

一一一一一



の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考 Ｆ
５

略
］

１次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

附
則
第
五
十
二
条
中
破
産
規
則
第
三
条
の
改
正
規
定
を
削
り
、
第
三
十
二
条
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

定
す
る
電
子
判
決
書
（
同
法
第
二
百
五
十
三
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
も
の
に
限
る

。
）
を
い
う
。
）
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
出
力
す

る
こ
と
に
よ
り
作
成
し
た
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。表
中

の

｢一可

■■■

改
正
後

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

－
５

同
上
室

改
正
前

一一一一一一



（
破
産
債
権
の
届
出
の
方
式
・
法
第
百
十
一
条
）

第
三
十
二
条

［
略
］

［
２
．
３

略
］

４
前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
’

略
］

二
破
産
債
権
が
執
行
力
あ
る
債
務
名
義
又
は
終
局
判

決
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
執
行
力
あ
る
債
務

含
む
。
）
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
（
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
単
に
「
フ
ァ
イ
ル
」
と
い
う
。
）

に
記
録

判
所
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を

名
義
の
写
し
（
債
務
名
義
に
係
る
電
磁
的
記
録
が
裁

（
破
産
債
権
の
届
出
の
方
式
・
法
第
百
十
一
条
）

第
三
十
二
条

［
同
上
］

４
［
同
上
］

Ｆ
２
．
３

同
上
］

１

［
一

同
上
］

二
破
産
債
権
が
執
行
力
あ
る
債
務
名
義
又
は
終
局
判

決
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
執
行
力
あ
る
債
務

名
義
の
写
し
（
債
務
名
義
が
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て

作
成
さ
れ
た
執
行
証
書
（
民
事
執
行
法
（
昭
和
五
十

四
年
法
律
第
四
号
）
第
二
十
二
条
第
五
号
に
規
定
す

る
執
行
証
書
を
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

三

四



的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
出
力
す
る
こ
と

を
も
っ
て
作
成
さ
れ
た
執
行
証
書
（
民
事
執
行
法

（

昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
号
）
第
二
十
二
条
第
五
号

に
規
定
す
る
執
行
証
書
を
い
う
。
）

で
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
公
証
人
法
（
明
治
四
十
一
年
法
律
第
五

十
三
号
）
第
四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
書
面
（
公

正
証
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
全
部
を
出
力
し

た
も
の
に
限
る
。
）
）
又
は
判
決
書
の
写
し
若
し
く

は
電
子
判
決
書
（
民
事
訴
訟
法
第
二
百
五
十
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
電
子
判
決
書
（
同
法
第
二
百
五
十

三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
到
訓
和

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
電
磁

に
よ
り
作
成
し
た
書
面
、
債
務
名
義
が
電
磁
的
記
録

、
公
証
人
法
（
明
治
四
十
一
年
法
律
第
五
十
三
号
）

第
四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
書
面
（
公
正
証
書
に

記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
全
部
を
出
力
し
た
も
の
に

限
る
。
）
）
又
は
判
決
書
の
写
し

三

五



備
考

る
事
項
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
作
成
し
た
書
面

［
三

略
］

［
５

略
］

た
も
の
に
限
る
。
）

を
い
う
。
）
に
記
録
さ
れ
て
い

表
中

の

「一可

■■■■■，

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

最
高

裁

判

所
長

官

Ｆ
５

同
上
］

１

［
三

同
上
］

今
崎

幸
彦三

六



機密性2 資
料
二施
行
に
伴
い
、
公
証
人
が
執
行
文
を
付
与
す
る
手
続
、
公
正
証
書
の
送
達
等
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
が
、
こ
の
規
則
を
制
定
す
る
理
由
で
あ
る
。

民
事
関
係
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
技
術
の
活
用
等
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の

理
由



事務総局会議資料第2

（6月17日開催）

機密性2

等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

資
料
一

◎
最
高
裁
判
所
規
則
第
●
号

第
一
条

民
事
訴
訟
法
第
百
三
十
二
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
取
り
扱
う
督
促
手
続
に
関
す

令
和
●
年
●
月
●
日

民
事
訴
訟
法
第
百
三
十
二
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
取
り
扱
う
督
促
手
続
に
関
す
る
規
則

則
の
一
部
改
正
）

る
規
則
（
平
成
十
八
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
民
事
訴
訟
法
第
百
三
十
二
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
取
り
扱
う
督
促
手
続
に
関
す
る
規

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

民
事
訴
訟
法
第
百
三
十
二
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
取
り
扱
う
督
促
手
続
に
関
す
る

民
事
訴
訟
法
第
八
編
第
二
章
の
規
定
に
よ
る
督
促
手
続
に
関
す
る
規
則

最

高

裁

判

所



欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に

対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

し
た
項
番
号
を
含
む
。
）
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）

は
、
改
正
前

こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分（
［

］
で
注
記

（
民
事
訴
訟
法
第
八
編
第
二
章
の
規
定
に
よ
る
督
促
手

（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
督
促
手
続
を
取
り
扱

続
を
取
り
扱
う
簡
易
裁
判
所
等
）

う
簡
易
裁
判
所
等
）

第
一
条

民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
。

以
第
一
条

民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
。
以

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
百
九
十
七
条
の
最
高
裁
判

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
三
十
二
条
の
十
第
一
項
に

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

改
正
後

改
正
前

二



21し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
次
条

所
規
則
で
定
め

と
す
る
。

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続

係
る
電
子
計
算
機
と
支
払
督
促
の
申
立
て
を
す
る
者
の

電
子
情
報
処
理
組
織
は
、
指
定
簡
易
裁
判
所
の
使
用
に

各
号
に
掲
げ
る
申
立
て
等
（
法
第
百
三
十
二
条
の
十
第

を
す
る
た
め
に
最
高
裁
判
所
が
設
置
し
、
及
び
管
理
す

一
項
に
規
定
す
る
申
立
て
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

法
第
三
百
九
十
七
条
の
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る

る
簡
易
裁
判
所
は
、
東
京
簡
易
裁
判
所

謝
州
到
珈
は
、
東
京
簡
易
裁
判
所
と
す
る
。

［
新
設
］

す
る
申
立
て
そ
の
他
の
申
述

（
以
下
「
電
子
督
促
手
続

規
定
す
ろ
電
子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
情
報
処

関
係
申
立
て
等
」
と
い
う
。
）
を
取
り
扱
う
指
定
簡
易

理
組
織
」
と
い
う
。
）
を
用
い
て
す
る
督
促
手
続
に
関

三



３
指
定
簡
易
裁
判
所
の
裁
判
所
書
記
官
に
対
し
て
は
、

法
第
三
百
八
十
三
条
に
規
定
す
る
簡
易
裁
判
所
が
指
定

簡
易
裁
判
所
以
外
の
簡
易
裁
判
所
で
あ
る
場
合
に
も
、

第
二
条

調
刎
到
珈
の
裁
判
所
書
記
官
に
対
し
て
す
る
こ
と
が
で
き

る
申
立
て
等
（
以
下
「
特
定
督
促
手
続
関
係
申
立
て
等

特
定
電
子
情
報
処
理
組
織
を
用

う
。
）

と
す
る
。

」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
申
立
て
等
と
す
る
。

た
だ
し
、
債
権
者
が
す
る
も
の
に
限
る
。

る
も
の
（
以
下
「
特
定
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
い

て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
特
定
督
促
手
続
関
係
申
立
一

特
定
電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
指
定
簡
易

L

等
い
て
支
払
督
促
の
申
立

の
範
囲
）

２
指
定
簡
易
裁
判
所
の
裁
判
所
書
記
官
に
対
し
て
は
、

法
第
三
百
八
十
三
条
に
規
定
す
る
簡
易
裁
判
所
が
指
定

簡
易
裁
判
所
以
外
の
簡
易
裁
判
所
で
あ
る
場
合
に
も
、

電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
支
払
督
促
の
申
立
て
を

第
二
条

指
定
簡
易
裁
判
所
の
裁
判
所
書
記
官
に
対
し
て

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
る
こ
と
が
で
き
る
電
子
督
促
手
続
関
係
申
立
て

と
す
る
。
た
だ
し
、
債
権
者
が
す
る
も
の
に
限
る
。

一
項
に
規
定
す
る
申
立
て
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

（
電
子
督
促
手
続
関
係
申
立
一

次
に
掲
げ
る
剤
制
「
河
等
（
法
第
百
三
十
二
条
の
十
第

心
等
の
範
囲
）

四

等

は



第
三
条

指
定
簡
易
裁
判
所
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え

ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
様
式
に
従
い
、
前

条
各
号
に
掲
げ
る
申
立
て
等
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に

よ
り
書
面
等
（
法
第
百
三
十
二
条
の
十
第
一
項
に
規
定

す
る
書
面
等
を
い
う
。
）
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
事
項
を
当
該
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か

ら
入
力
す
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
申
立
て
等
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

［
｜
～
六

略
］

［
削
る
］

（
特
定
督
促
手
続
関
係
申
立
て

特
定
督
促
手
続
関
係
申
立
て
等
を
す
る
者
は
、

等

の
方
式
等
）

第
三
条 ［
一
～
六

同
上
］

七
法
第
九
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
訴
訟
に
関
す

る
事
項
の
証
明
書
の
交
付
の
請
求

指
定
簡
易
裁
判
所
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え

ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
様
式
に
従
い
、
前

条
各
号
に
掲
げ
る
申
立
て
等
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に

よ
り
書
面
等
（
法
第
百
三
十
二
条
の
十
第
一
項
に
規
定

す
る
書
面
等
を
い
う
。
）

に
記
載
す
§
へ
き
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
事
項
を
当
該
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か

ら
入
力
す
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
申
立
て
等
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
子
督
促
手
続
関
係
申
立

電
子
督
促
手
続
関
係
申
立
て
等

-戸
L・

等

の
方
式
等
）

を
す
る
者
は
、

五



2名
（
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

電
子
署
名
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
を
行
い
、
こ
れ
を

当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
（
電
子
署
名
を
行

っ
た
者
を
確
認
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
事
項
が
当
該

者
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
作
成

さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

と
併
せ

て
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
電
子

証
明
書
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

特
定
督
促
手
続
関
係
申
立
て
等

に
限
る
。

戸

イ

）

三

略
1 1

特
定
督
促
手
続
関
係
申
立
て
等
を
す
る
者
は
、

に
係
る
情
報
に
電
子
署

当
該

2電
子
督
促
手
続
関
係
申
立
て
等

名
（
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

電
子
署
名
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
を
行
い
、
こ
れ
を

当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
（
電
子
署
名
を
行

っ
た
者
を
確
認
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
事
項
が
当
該

者
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
作
成

さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

と
併
せ

て
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
当
該
電
子

証
明
書
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

に
限
る
。

ロ
～
三

同
上
］

電
子
督
促
手
続
関
係
申
立
て
等
を
す
る
者
は
、

に
係
る
情
報
に
電
子
署

一
、
ニ
ノ

当
該



3

の
申
立
て
（
以
下
「
特
定
支
払
督
促
申
立
て
」
と
い
う

。
）
を
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
は
、
当
該

事
項
を
証
す
る
情
報
を
当
該
申
立
て
に
係
る
情
報
と
併

せ
て
送
信
す
る
方
法
に
よ
っ
て
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は

、
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
電
子
証

明
書
を
送
信
す
る
方
法
に
限
り
、
第
二
号
に
掲
げ
る
事

項
に
つ
い
て
は
、
委
任
に
よ
る
代
理
人
の
権
限
を
証
す

る
情
報
に
作
成
者
が
電
子
署
名
を
行
い
、
こ
れ
を
当
該

電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
（
同
項
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
併
せ
て
送
信
す
る

方
法
に
限
る
。

特
定
電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
す
る
支
払
督
促

３
電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
す
る
支
払
督
促
の
申

を
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
は
、
当
該
事
項

を
証
す
る
情
報
を
当
該
申
立
て
に
係
る
情
報
と
併
せ
て

送
信
す
る
方
法
に
よ
っ
て
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
た
だ
し
、
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
前

項
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
電
子
証
明
書

を
送
信
す
る
方
法
に
限
り
、
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
は
、
委
任
に
よ
る
代
理
人
の
権
限
を
証
す
る
情

報
に
作
成
者
が
電
子
署
名
を
行
い
、
こ
れ
を
当
該
電
子

署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
（
同
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
併
せ
て
送
信
す
る
方
法

立
て

（
以
下

に
限
る
。

「
電
子
支
払
督
促
申
立
て

｜
と
い
妄
フ
。
）

七



）
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
法
第
三
百
九
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
は
、

6 4！定
す
る
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

年
最
高
裁
判
所
規
則
第
五
号
）
’
第
四
十
五
条
の
二
に
規

a

特
定
支
払
督
促
申
立
て
の

仮
執
行
の
宣
言
の
申
立
て
の
時
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

三
百
九
十
一
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
債
権
者

の
同
意
は
、

F司

二

略
L_」

特
定
支
払
督
促
申
立
て

特
定
支
払
督
促
申
立
て
を

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

（

特
定
電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い

時
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

を
す
る
場
合
に
は
、

同
時
に

民
事
訴
訟
規
則
（
平
成
八

し
た
場
合
に
お
け
る
法
第

を
い
う
。

以
下
同
じ
。

て
す
る

41

５
法
第
三
百
九
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
は
、

6
●

電
子
支
払
督
促
申
立
て

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

識
別
す
る
た
め
の
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号

三
百
九
十
一
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
債
権
者

の
同
意
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
す
る
仮
執

行
の
宣
言
の
申
立
て
の
時
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し、
0

［
一
・
二

同
上
宮

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

電
子
支
払
督
促
申
立
て

電
子
支
払
督
促
申
立
て
を

の
時
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

を
す
る
場
合
に
は
、

同
時
に

（
電
子
メ
ー
ル
の
利
用
者
を

し
た
場
合
に
お
け
る
法
第

11，
ノ、



第
四
条

［
削
る
酉

［
削
る
酉

い
○

（
法
第
三
百
九
十
九
条
に
規
定
す
る
同
意
の
時
期
等
）

１７
電
子
督
促
手
続
関
係
申
立
て
等
で
あ
っ
て
前
条
第
一

号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
も
の
を
す
る
者
は
、
手
数
料

第
四
条

［
１
］

法
第
三
百
九
十
九
条
第
三
項
の
規
定

は
、
電
子
督
促
手
続
関
係
申
立
て
等
に
関
す
る
次
に
掲

げ
る
処
分
の
告
知
に
つ
い
て
準
用
す
る
・

一

第
二
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
申
立

に
お
い
て
は
、
当
該
電
子
督
促
手
続
関
係
申
立
て
等
を

し
た
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
た
納
付
情
報
に
よ
り
当
該
手

数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
子
督
促
手
続
関
係
申
立
て
等
に
関
す
る
処
分
の
告

知
の
方
式
）

を
現
金
を
も
っ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

法
第
三
百
九
十
九
条
第
三
項
の
規
定

九



21 ［
１
］

法
第
三
百
九
十
九
条
に
規
定
す
る
債
権
者
の
同

311 一
忌
怪
畦
、

１
１

り
届
け
出
ら
れ
た
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
宛
て
に
電
子

ら
な
い
。

る
電
子
メ
ー
ル
を
い
ゞ
フ
・

）

メ
ー
ル
（
民
事
訴
訟
規
則
第
四
十
五
条
の
二
に
規
定
す

て
す
る
。

二
第
一
項
本
文
の
通
知
は
、
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

前
項
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
法
第
百
九
条
の

特
定
支
払
督
促
申
立
て
を
し
た
場
合
に
お
け
る
民
事

特
定
支
払
督
促
申
立
て
の
時

を
送
信
す
る
方
法
に
よ
っ

に
し
な
け
れ
ば
な

211項
に
規
定
す
る
債
権
者
の
同
意
は
、
電
子
支
払
督
促
申

立
て
の
時
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
百
九
十
九
条
第

［
新
設
］

す
る
。

て
を
却
下
す
る
処
分
の
告
知

二
第
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
申
立
て
の
不
備
を
補
正

四
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ら
れ
た
電
子
メ
ー
ル
ア
ド

レ
ス
あ
て
に
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
す
る
方
法
に
よ
っ
て

三

項

す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
処
分
の
告
知

前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
百
九
十
九
条
第
三

に
規
定
す
る
債
権
者
に
対
す
る
通
知
は
、○

前
条
第



ニ
削
る
宮

は
、

「
法
第
百
三
十
二
条
の
十
（
電
子
情
報
処
理
組
織

方
法
」
と
す
る
。

訴
訟
規
則
第
四
十
五
の
三
第
一
項
の
適
用
に
つ
い
て
は

組
織
に
よ
る
申
立
て
等
）
第
一
項
の
方
法
」
と
あ
る
の

、
同
項
中
「
法
第
百
三
十
二
条
の
十
（
電
子
情
報
処
理

に
よ
る
申
立
て
等
）
第
一
項
の
方
法
又
は
書
面
に
よ
る

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
等
）

第
五
条

電
子
支
払
督
促
申
立
て
に
係
る
督
促
手
続
に
関

し
、
法
第
四
百
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録

の
作
成
等
（
同
項
に
規
定
す
る
作
成
等
を
い
う
。
以
下

に
掲
げ
る
処
分
と
し
、
指
定
簡
易
裁
判
所
の
裁
判
所
書

記
官
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
処
分
に
つ
い
て
電
磁
的

同
じ
。
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
、
次
の
各
号



記
録
の
作
成
等
を
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
定
め
る
事
項
を
当
該
指
定
簡
易
裁
判
所
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す

る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
・

一

支
払
督
促

法
令
の
規
定
に
よ
り
当
該
処
分
に
係

る
書
面
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項

二
電
磁
的
記
録
の
作
成
等
が
さ
れ
た
支
払
督
促
に
つ

い
て
の
仮
執
行
の
宣
言

当
該
支
払
督
促
に
つ
い
て

仮
執
行
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
及
び
手
続
の
費
用

額

２
指
定
簡
易
裁
判
所
の
裁
判
所
書
記
官
は
、
前
項
第
二

号
に
掲
げ
る
処
分
に
つ
い
て
電
磁
的
記
録
の
作
成
等
を

し
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
き
は
、

二



そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
当
該
指
定
簡
易

裁
判
所
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ

ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

執
行
文
を
付
与
し
た
と
き

民
事
執
行
規
則
（
昭

和
五
十
四
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
五
号
）
第
十
八
条

第
一
項
（
第
三
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
事
項

二
仮
執
行
の
宣
言
を
付
し
た
支
払
督
促
の
正
本
を
更

に
交
付
し
た
と
き

民
事
執
行
規
則
第
十
八
条
第
二

項
に
規
定
す
る
事
項

３
指
定
簡
易
裁
判
所
の
裁
判
所
書
記
官
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
処
分
に
つ
い
て
電
磁
的
記
録
の
作
成
等
を
す

る
場
合
に
は
、
当
該
処
分
に
係
る
事
項
を
当
該
指
定
簡

易
裁
判
所
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た

三



一
削
ス
畠

（
電
磁
的
記
録
に
係
る
訴
訟
記
録
の
正
本
等
の
作
成
）

第
六
条

法
第
四
百
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記

録
部
分
の
正
本
、
謄
本
又
は
抄
本
の
作
成
に
当
た
っ
て

一

第
二
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
申
立

て
を
却
下
す
る
処
分

二
第
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
申
立
て
の
不
備
を
補
正

す
、
へ
き
こ
と
を
命
ず
る
処
分

三
支
払
督
促
の
更
正
の
処
分

４
法
第
四
百
一
条
の
規
定
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り

電
磁
的
記
録
の
作
成
等
が
さ
れ
た
部
分
に
つ
い
て
準
用

【●す
る
。

フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る

四



；

渕
州
別
ｑ
渦
‐
第
百
三
十
二
条
の
十
第
四
項
に
規
定
す
る
氏

名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
は
、
第
三
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
特
定
督
促
手
続
関
係
申
立
て

る
情
報
に
電
子
署
名
を
行
い
、
こ
れ
を
同
項
に
規
定
す

（
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置

）

特
定
督
促
手
続
関
係
申
立
て
等
を
す
る
場
合
に

等

に

係

第
七
条

法
第
百
三
十
二
条
の
十
第
四
項
に
規
定
す
る
氏

名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
は
、
第
三
条
第
二

｜
｜

’

は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
電
磁
的
記
録
部
分
の
内

容
を
出
力
し
た
書
面
に
、
正
本
、
謄
本
又
は
抄
本
で
あ

る
こ
と
を
記
載
し
、
指
定
簡
易
裁
判
所
の
裁
判
所
書
記

官
が
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
前
項
の
規
定
は
、
前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
電
磁
的
記
録
の
作
成
等
が
さ
れ
た
部
分
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

（
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
）

項
の
規
定
に
よ
り
電
子
督
促
手
続
関
係
申
立
て

る
情
報
に
電
子
署
名
を
行
い
、
こ
れ
を
同
項
に
規
定
す

る
電
子
証
明
書
と
併
せ
て
送
信
す
る
こ
と
と
す
る
。

〒‐

-、

等

に

係



る
電
子
証
明
書
と
併
せ
て
送
信
す
る
こ
と
と
す
る
。

［
削
る
］

［
削
る
］

２
法
第
四
百
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三

十
二
条
の
十
第
四
項
に
規
定
す
る
氏
名
又
は
名
称
を
明

ら
か
に
す
る
措
置
は
、
法
第
四
百
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
作
成
等
が
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
情

報
に
電
子
署
名
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

１第
八
条

継
続
的
に
か
つ
反
復
し
て
電
子
支
払
督
促
申
立

て
を
し
よ
う
と
す
る
債
権
者
（
法
人
に
限
る
。
）

は
、

指
定
簡
易
裁
判
所
の
登
録
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
電

子
支
払
督
促
申
立
て
に
係
る
督
促
手
続
の
郵
便
物
の
料

金
等
（
郵
便
物
の
料
金
又
は
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
四
十
号
）
第
十
三
条

（
費
用
の
予
納
の
特
例
）

一
一
ハ



（
訴
訟
へ
の
移
行
に
よ
る
記
録
の
引
継
ぎ
）

第
六
条

法
第
三
百
九
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
支
払
督
促

（
訴
訟
へ
の
移
行
に
よ
る
記
録
の
渕
烈
副
詞

Ｉ第
九
条

法
第
三
百
九
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
支
払
督
促

２
前
項
の
規
定
に
よ
る
予
納
は
、
現
金
で
し
な
け
れ
ば

３
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
予
納
さ
れ
た
現
金
は
、
同
項

の
登
録
を
受
け
た
債
権
者
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
電

子
支
払
督
促
申
立
て
に
係
る
督
促
手
続
に
お
い
て
郵
便

物
の
料
金
等
の
支
払
の
必
要
が
生
じ
た
と
き
に
、
そ
の

必
要
が
生
じ
た
順
に
、
当
該
郵
便
物
の
料
金
等
に
充
て

な
ら
な
い
。

納
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
規
定
す
る
信
書
便
の
役
務
に
関
す
る
料
金
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
に
充
て
る
た
め
の
費
用
を
一
括
し
て
予

ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

七



第
二
条

人
事
官
弾
劾
裁
判
手
続
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

備
考

表
中
の

［
］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記

（
人
事
官
弾
劾
裁
判
手
続
規
則
の
一
部
改
正
）

を
発
し
た
裁
判
所
書
記
官
の
所
属
す
る
指
定
簡
易
裁
判

を
発
し
た
裁
判
所
書
記
官
の
所
属
す
る
指
定
簡
易
裁
判

所
と
は
異
な
る
簡
易
裁
判
所
又
は
地
方
裁
判
所
に
訴
え

所
と
は
異
な
る
簡
易
裁
判
所
又
は
地
方
裁
判
所
に
訴
え

の
提
起
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該

の
提
起
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該

指
定
簡
易
裁
判
所
の
裁
判
所
書
記
官
は
、
遅
滞
な
く
、

指
定
簡
易
裁
判
所
の
裁
判
所
書
記
官
は
、
遅
滞
な
く
へ

当
該
簡
易
裁
判
所
又
は
地
方
裁
判
所
の
裁
判
所
書
記
官

当
該
簡
易
裁
判
所
又
は
地
方
裁
判
所
の
裁
判
所
書
記
官

に
訴
訟
記
録
の
管
理
を
引
き
継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

に
対
し
、
訴
訟
記
録
の
送
付
（
電
磁
的
記
録
の
作
成
等

が
さ
れ
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
当
該
部
分
に
記
録
さ
れ

○

た
情
報
の
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
す
る
送
信
）
を
し

で
あ
る
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
八



に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）

は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条

（
訴
追
状
送
達
の
省
略
）

（
訴
追
状
送
達
の
省
略
）

第
四
条

国
会
が
国
家
公
務
員
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定

第
四
条

国
会
が
国
家
公
務
員
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
訴
追
状
の
写
し
を
訴
追
に
係
る
人
事
官
に
送
付

に
よ
り
訴
追
状
の
写
を
訴
追
に
洲
剖
倒
句
人
事
官
に
送
付

し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
提
出
し
た
と
き
は
、
裁
判

し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
提
出
し
た
と
き
は
、

裁
判

所
は
、
訴
追
状
の
送
達
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

所
は
、
訴
追
状
の
送
達
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
国
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
提
出
に
代
え

［
新
設
］

て
、
最
高
裁
判
所
の
細
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

改
正
後

改
正
前

九



311書
面
の
提
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

。
）
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

織
を
い
う
。
）
を
使
用
し
て
裁
判
所
の
使
用
に
係
る
電

当
該
書
面
の
画
像
情
報
を
電
子
情
報
処
理
組
織
（
民
事

十
二
条
の
十
一
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る

訴
訟
規
則
（
平
成
八
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
五
号
）
第

子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
）
に
備
え
ら
れ
た

五
十
二
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組

で
髪
ご
ス
》
。

て
、
同
条
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、

フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が

「
人
事
官
弾
劾
裁
判
手
続
規
則
第
四
条
第
二
項
」
と
読

民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
）
第
百
三

［
新
設
］

○



第
三
条

民
事
訴
訟
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
六
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お

正
す
る
。

い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）

は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

備
考

表
中
の

［
］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記

で
あ
る
。

（
民
事
訴
訟
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

第
一
条
中
民
事
訴
訟
規
則
（
平
成
八
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
五
号
）
第
五
十
三
条
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。改
正
後

改
正
前

一
一
一



（
訴
状
の
記
載
事
項
・
法
第
百
三
十
四
条
）

第
五
十
三
条

［
略
］

４
訴
状
に
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
２
．
３

略
］

ｒ

弓
割
引

二
当
事
者
が
法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定

の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す

る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二

’

原
告
又
は
そ
の
代
理
人
の
郵
便
番
号
及
び
電
話
番

条
（
定
義
）
第
十
六
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い

（
訴
状
の
記
載
事
項
・
法
第
百
三
十
四
条
）

第
五
十
三
条

［
同
上
］

４
訴
状
に
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
原

告
又
は
そ
の
代
理
人
の
郵
便
番
号
及
び
電
話
番
号
等
を

記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
新
設
］

－
２
．
３

同
上
室

’
’
一
一



第
四
条

民
事
事
件
等
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
用
い
る
識
別
符
号
の
付
与
等
に
関
す
る
規
則
（
令
和
六
年
最
高
裁
判
所
規
則

第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

促
手
続
に
関
す
る
規
則
」
を
「
民
事
訴
訟
法
第
八
編
第
二
章
の
規
定
に
よ
る
督
促
手
続
に
関
す
る
規
則
」
に
改
め
る
。

２
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
別
に
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
一
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用

備
考

表
中
の

［
］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記

で
あ
る
。

（
民
事
事
件
等
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
用
い
る
識
別
符
号
の
付
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
同
項
に
見
出
し
と
し
て

「
（
施
行
期
日
）
」

を
付
し
、
附
則
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
民
事
訴
訟
法
第
百
三
十
二
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
取
り
扱
う
督

に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に

（
経
過
措
置
）

う
。
）
の
指
定
を
受
け
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
法
人
番
号

二

三



第
一
条

こ
の
規
則
は
、
民
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
次
条
に

お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
の
規
定
及
び
第
四
条
中
民
事
事
件
等
に
関
す
る
手
続

３
こ
の
規
則
の
施
行
前
に
民
事
訴
訟
法
第
百
三
十
二
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
取
り
扱

（
施
行
期
日
）

第
二
項
に
規
定
す
る
最
高
裁
判
所
の
細
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
付
与
さ
れ
た
識
別
符
号
は
、
第
一
条
第
三
項
又
は
第

う
民
事
訴
訟
手
続
に
お
け
る
申
立
て
そ
の
他
の
申
述
等
に
関
す
る
規
則
（
令
和
四
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
一
号
）
第
二
条

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
最
高
裁
判
所
」
と
あ
る
の
は
「
最
高
裁
判
所
」
と
、

「
講
ず
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と

さ
れ
た
署
名
用
電
子
証
明
書
（
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律

（

平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
署
名
用
電
子
証
明
書
を
い
う
。
）
を
送
信
し
な
け
れ
ば

あ
る
の
は

「
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
す
る
。

関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。
）

に
記
録

二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
付
与
さ
れ
た
識
別
符
号
と
み
な
す
。

附

則

二

四



第
二
条

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
民
事
訴
訟
法
第
八
編
第
二
章
の
規
定
に
よ
る
督
促
手
続
に
関
す
る
規
則
（
以
下
こ
の
条

条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
支
払
督
促
申
立
て
を
い
う
。
）
に
係
る
督
促
手
続
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
申
し
立
て

情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
取
り
扱
う
督
促
手
続
に
関
す
る
規
則
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
電
子
支
払
督
促
申
立
て
を
い

則
附
則
に
二
項
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

う
。
）
に
係
る
督
促
手
続
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

ら
れ
た
電
子
支
払
督
促
申
立
て
（
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
民
事
訴
訟
法
第
百
三
十
二
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子

に
お
い
て
用
い
る
識
別
符
号
の
付
与
等
に
関
す
る
規
則
附
則
を
同
規
則
附
則
第
一
項
と
し
、
同
項
に
見
出
し
を
付
し
、
同
規

に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
申
し
立
て
ら
れ
る
特
定
支
払
督
促
申
立
て
（
新
規
則
第
三

（
経
過
措
置
）

最
高

裁

判

所
長

官
今

崎
幸

彦一

弓=一

打．



機密性2 資
料
二

要
な
事
項
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
規
則
を
制
定
す
る
理
由
で
あ
る
。

よ
る
督
促
手
続
、
人
事
官
の
弾
劾
の
裁
判
の
手
続
、
民
事
事
件
等
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
用
い
る
識
別
符
号
等
に
関
し
、
必

民
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
同
法
に
よ
る
改
正
後
の
民
事
訴
訟
法
第
八
編
第
二
章
の
規
定
に

理
由



資料3機密性2

(令和7．6．17行一印）

議決事項案（最高裁判所が、電子情報処理組織を使用する申

立て等の方式等に関する細則を定める権限を最高裁判所長官

に委任することについて）

最高裁判所は、人事官弾劾裁判手続規則（昭和25年最高裁判所規則第5号）第

4条第2項の細則を定める権限を、最高裁判所長官に委任する。



【機密性2】

事務総局会議（第13回）議事録

令和7年6月24日（火）午前11時00分 ～ 午前11時15分日時

総局会議室場所等

氏本事務総長、小野寺総務局長、徳岡人事局長、染谷経理局長、福田民

事局長兼行政局長、平城刑事局長、馬渡家庭局長、福島秘書課長兼広報

課長、坂口審議官、榎本デジタル審議官、馬場事務総局参事官

出席者

1 裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱等に

基づく事務の実施状況（令和6年度の報告）について

福島秘書課長説明（資料第1）

2 令和7年度外国出張計画について

福島秘書課長説明（資料第2）

議事

◎ 裁判官会議報告 1

。 了承 2
結果

秘 書 課 長 福 島 直 之



事務総局会議資料第1
（6月24日開催）

1配布資料)’

裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要

綱等に基づく事務の実施状況について

（期間：令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

1 開示申出等に関する事務の実施状況について

（1）司法行政文書開示

申出件数 最高裁 532件（前年度 429件）

下級裁1 038件（前年度 1 073件）

終局件数 最高裁 547件 下級裁 1219件

全部又は－部開示の判断 最高裁389件 下級裁664件

全部不開示の判断 最高裁148件 下級裁542件

取下げ等 最高裁 10件 下級裁 13件

保有個人情報開示

申出件数 最高裁 25件（前年度 34件）

下級裁123件（前年度 122件）

終局件数 最高裁 30件 下級裁 108件

全部又は一部開示の判断 最高裁26件 下級裁60件

全部不開示の判断 最高裁 4件 下級裁43件

取下げ等 最高裁 0件 下級裁 5件

(2)

2 苦情申出に関する事務の実施状況について

（1） 苦情申出件数 216件（原判断庁 最高裁65件（うち保有個4件）

級裁151件（うち保有個16件））（前年度101件）

（2）情報公開・個人情報保護審査委員会に諮問した件数 170件

（3）答申件数 94件

下、



事務総局会議資料第2
（6月24日開催）

【機密性2】

【配布資料】

令和7年度外国出張計画

合計2人

最高裁判事1人

裁判官1人

最高裁判所判事国際会議出席等

韓国、フィリピン

（1）の随行

1

(1)

(2)

国際会議 合計4人

アジア太平洋法律協会（ローエイシア）第38回会議（ベトナム、約5日間）【秘書課】

裁判官1人

2

(1)

(2) シンガポール国際商事裁判所(S I CC)－シンガポール司法大学校(SJ C)商事法シリ

ーズ （シンガポール、約4日間） 【民事局】 裁判官1人

(3) 全米州裁判所事務局(N CS C)主催のコートテクノロジーに関する会議

（米国、約6日間） 【デジタル審議官】 裁判官1人

一般職1人


